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タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
の
維
持
管
理
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

民
間
の
調
査
（
株
式
会
社
東
京
カ
ン
テ
イ
）
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
（
本
主
意
書
で
は
、
二
十
階
建
て

以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
を
指
す
も
の
と
す
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
に
平
成
十
五
年
か
ら
平
成
二
十
一
年
に
か
け
て
毎
年
七

十
棟
以
上
の
大
量
の
新
規
供
給
が
な
さ
れ
、
令
和
二
年
の
累
積
供
給
量
は
予
定
値
で
千
三
百
七
十
一
棟
、
三
十
五
万
九
千
戸
に

も
上
る
と
さ
れ
る
。
一
般
に
大
規
模
修
繕
は
十
二
年
程
度
の
周
期
で
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
、
大
量
供
給

期
の
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
が
一
斉
に
最
初
の
大
規
模
修
繕
の
時
期
を
迎
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
適
時
適
切
な
大
規
模

修
繕
の
実
施
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
良
好
な
居
住
環
境
を
維
持
し
て
い
く
上
で
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
が
、
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン

に
お
い
て
は
、
そ
の
費
用
の
大
き
さ
や
区
分
所
有
者
間
の
合
意
形
成
の
難
し
さ
等
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
結
果
と
し
て

適
切
な
維
持
管
理
が
な
さ
れ
ず
、
将
来
に
お
い
て
、
周
辺
地
域
も
含
め
た
居
住
環
境
の
悪
化
な
ど
の
深
刻
な
問
題
を
引
き
起
こ

す
事
案
が
多
数
発
生
す
る
懸
念
が
あ
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
の
大
規
模
修
繕
に
要
す
る
費
用
の
実
態 

 

１ 

タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
外
壁
等
の
修
繕
の
た
め
の
特
殊
な
足
場
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
共
用
部
分
の
占
め



 

２ 

 

る
割
合
が
高
い
こ
と
等
に
よ
り
、
修
繕
工
事
費
が
大
き
い
傾
向
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
、
タ
ワ
ー

マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
工
事
費
の
実
態
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
る
の
か
。
把
握
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
金
額
に
つ
い
て
タ

ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
以
外
の
マ
ン
シ
ョ
ン
と
の
比
較
の
上
で
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
等
の
機
械
設
備
や
配
管
設
備
等
の
更
新
を
行
っ
た
事
例
は
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
要
す
る
費
用
の
実
態
に
つ

い
て
は
必
ず
し
も
十
分
な
知
見
が
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
口
に
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
と
い

っ
て
も
、
最
高
階
数
の
違
い
等
に
よ
り
、
修
繕
工
事
費
に
は
大
き
な
ば
ら
つ
き
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
ら
に
鑑

み
、
政
府
は
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
工
事
費
の
実
態
把
握
を
継
続
的
に
行
う
と
と
と
も
に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕

積
立
金
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
国
土
交
通
省
、
平
成
二
十
三
年
四
月
）
を
適
時
に
改
訂
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

二 

修
繕
積
立
金
の
積
立
て
の
現
状 

 

１ 

平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
、
計
画
上
の
修
繕
積
立
金
の
積
立
額
に
対
し
て
、
積
立
額
が
不
足
し
て
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の

割
合
は
三
十
四
・
八
％
で
あ
り
、
さ
ら
に
不
足
の
割
合
が
二
十
％
超
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
十
五
・
五
％
に
も
上
る
と
さ
れ



 

３ 

 

る
。
こ
の
状
況
の
是
正
に
向
け
た
政
府
の
取
組
方
針
を
問
う
。 

 

２ 
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
積
立
金
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
は
、
修
繕
積
立
金
の
積
立
方
法
に
つ
い
て
、
増
額
時
に
合

意
形
成
が
で
き
な
い
懸
念
が
あ
る
段
階
増
額
積
立
方
式
で
は
な
く
、
安
定
的
な
積
み
立
て
が
で
き
る
均
等
積
立
方
式
が
望

ま
し
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
築
年
数
が
新
し
い
マ
ン
シ
ョ
ン
ほ
ど
段
階
増
額
積
立
方
式
を
採
用

し
て
い
る
割
合
が
多
く
、
平
成
二
十
二
年
以
降
に
完
成
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
そ
の
割
合
は
六
十
七
・
八
％
に
も
上

る
（
平
成
三
十
年
度
）
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
新
規
分
譲
時
の
積
立
方
法
を
決
定
す
る
分
譲
事
業
者
が
、
購
入
予
定
者
に

マ
ン
シ
ョ
ン
の
維
持
費
を
極
力
低
く
見
せ
る
た
め
に
、
段
階
増
額
積
立
方
式
を
採
用
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
ま

た
、
購
入
予
定
者
が
均
等
積
立
方
式
を
望
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
多
く
の
分
譲
事
業
者
が
段
階
増
額
積
立
方
式
を
採
用
し

て
い
る
た
め
に
、
選
択
の
余
地
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
状
況
を
是
正
す
る
に
は
、
購
入
予
定

者
へ
の
啓
発
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
分
譲
事
業
者
に
対
し
て
安
定
的
な
積
み
立
て
が
可
能
と
な
る
方
式
を
積
極
的
に

採
用
す
る
よ
う
要
請
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
新
規
分
譲
時
の
修
繕
積
立
金
の
積
立
方
法
の
是
正
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
取

組
及
び
今
後
の
取
組
方
針
を
問
う
。 

三 

計
画
期
間
二
十
五
年
以
上
の
長
期
修
繕
計
画
に
基
づ
き
修
繕
積
立
金
の
額
を
設
定
し
て
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
割
合
は
、
平



 

４ 

 

成
三
十
年
度
に
お
い
て
五
十
三
・
六
％
で
あ
る
。
こ
の
数
値
に
つ
い
て
、
「
住
生
活
基
本
計
画
（
全
国
計
画
）
」
（
平
成
二

十
八
年
三
月
閣
議
決
定
）
は
、
平
成
三
十
七
年
度
（
令
和
七
年
度
）
に
七
十
％
と
す
る
目
標
（
成
果
指
標
）
を
掲
げ
て
い

る
。
し
か
し
、
長
期
修
繕
計
画
に
基
づ
き
修
繕
積
立
金
を
積
み
立
て
る
こ
と
は
、
適
時
適
切
な
修
繕
実
施
の
確
保
の
た
め
の

最
低
限
の
前
提
で
あ
り
、
令
和
七
年
度
に
七
十
％
と
い
う
目
標
は
十
分
な
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。
令
和
七
年
度
に
七
十
％

と
い
う
目
標
と
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
回
答
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
の
数
値
に
つ
い
て
は
可
能
な
限
り
早
期
に
百
％
を
達
成
す

べ
き
も
の
で
あ
り
、
強
力
に
施
策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

四 

適
時
適
切
な
修
繕
の
実
施
に
は
、
区
分
所
有
者
間
の
円
滑
な
合
意
形
成
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
意
識
、
価
値
観
、
経
済
力

等
が
異
な
る
所
有
者
間
で
合
意
形
成
を
図
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
高
層

階
と
低
層
階
の
住
戸
に
大
き
な
価
格
差
が
あ
る
こ
と
や
、
投
資
目
的
の
区
分
所
有
者
が
少
な
く
な
い
と
い
っ
た
特
性
に
よ

り
、
一
般
の
マ
ン
シ
ョ
ン
以
上
に
合
意
形
成
が
困
難
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
鑑
み
、
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン

の
特
性
を
踏
ま
え
た
合
意
形
成
を
促
進
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問

う
。 

五 

タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
平
成
九
年
の
「
都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
（
平
成
九
年
法
律



 

５ 

 

第
七
九
号
）
に
よ
る
規
制
緩
和
等
に
よ
っ
て
、
職
住
近
接
の
都
市
構
造
を
実
現
す
る
等
の
観
点
か
ら
、
政
策
的
に
そ
の
建
築

が
後
押
し
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
周
辺
の
地
域
社
会
に
大
き
な
負
荷
を
与
え
る
こ

と
や
、
将
来
に
お
け
る
維
持
管
理
の
難
し
さ
と
い
っ
た
様
々
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
。
ま
た
、
我
が
国
は
人
口
減
少
下
に
あ

り
、
空
き
家
の
増
加
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
新
築
中
心
の
住
宅
市
場
の
在
り
方
を
見
直
す
必
要
性
が

つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
鑑
み
、
政
府
は
、
既
存
の
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
適
切

な
維
持
管
理
が
な
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
の
規
制
緩
和
路
線
を
見
直

し
、
新
規
の
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
建
築
の
抑
制
に
舵
を
切
る
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


